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は  じ  め  に  

 

世田谷区では、昨年３月に「基本計画」を策定し、「いつまでも

住み続けたい『魅力あふれる  安全・安心のまち世田谷』」の実現

をめざし取り組んでいるところです。この目標を達成するために

は、一人では出かけることが難しい高齢者や身体障害者等の方々

が、安全に移動できる都市基盤の整備が肝要であると考えます。  

 区では、このような認識に基づき、三軒茶屋駅周辺地区におい

て、交通バリアフリーの基本構想を策定いたしました。この策定

に際しては、障害者や高齢者団体の代表、学識経験者、鉄道やバ

スなどの公共交通事業者、国道及び都道の道路管理者、交通管理

者、関係行政機関などの様々なご意見を承りながら、この地区の

課題を抽出し、その解決へ向けた大枠の道すじをまとめました。  

 今後は、区民や事業者の皆様などの参画をいただきながら推進

体制を構築し、基本構想の実現に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。また、ハードの整備をより効果的に機能させる

ため、心のバリアフリーの推進にも努めてまいりますので、誰も

が安全で安心して利用できるよう交通のバリアフリー化に一層

のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 結びに、基本構想の策定に際し、ご協力いただきました策定協

議会委員の皆様をはじめ、アンケート調査やまち歩きのワークシ

ョップなどを通して、ご意見やご要望をお寄せいただきました皆

さまに対し、厚く御礼申し上げます。  

 

平成 18 年３月  

               

              世田谷区長  熊  本   哲  之  





 

目   次 

 

1 世田谷区における交通バリアフリー基本構想策定の考え方................. 1 

 1.1 背景 ................................................................... 1 
 1.2 基本構想策定の考え方....................................... 2 
 1.3 交通バリアフリー法とは ................................... 2 
 1.4 重点整備地区の考え方....................................... 9 
 1.5 基本理念 .......................................................... 10 
 1.6 目標 ..................................................................11 
 1.7 位置づけ .......................................................... 12 

 

2 三軒茶屋駅周辺地区基本構想 ...............................................................13 

 2.1 概況 ................................................................. 13 
 2.2 基本的な方針 ................................................... 22 
 2.3 特定経路 .......................................................... 28 
 2.4 重点整備地区の位置及び区域 .......................... 34 
 2.5 特定事業及びその他の事業.............................. 37 
  (1) 特定事業 ....................................................... 37 
   ① 公共交通特定事業 ...................................... 37 
   ② 道路特定事業 ............................................. 40 
   ③ 交通安全特定事業 ...................................... 43 
  (2) その他の事業 ................................................ 44 
   ① 準特定経路................................................. 44 
   ② キャロットタワー ...................................... 45 
 2.6 関係者の協働による事項 ................................. 46 
 2.7 基本構想の実現に向けて ................................. 48 
  (1) 特定事業計画の作成及び特定事業の実施 ..... 48 
  (2) 特定事業の進捗管理及び体制整備 ................ 49 
  (3) 心のバリアフリーの推進 .............................. 49 
  (4) 世田谷区福祉のいえ・まち推進条例と連携した 
    建築物のバリアフリー化の促進 .................... 50 



 

3 今後の取り組み...........................................................................................51 

 3.1 他地区への展開 ............................................... 51 
 3.2 新技術への対応 ............................................... 51 
 3.3 交通バリアフリー法改正への対応................... 52 

 

参考資料............................................................................................................55 

 （参考資料 1）世田谷区三軒茶屋駅周辺地区 
      交通バリアフリー基本構想策定協議会 .. 55 
 （参考資料 2）策定までの流れ................................ 58 
 （参考資料 3）世田谷区の人口................................ 64 
 （参考資料４）世田谷区内の駅別乗降車人員数 ...... 66 
 （参考資料５）アンケート調査の結果 .................... 67 
 （参考資料６）ワークショップ 
       （まち歩き点検調査）の結果 ............. 96 
 （参考資料７）団体等へのヒアリング結果 ........... 106 
 （参考資料８）基本構想（案）に対する 
        意見の募集結果と対応方針 ........... 108 

 

用語解説.........................................................................................................111 

 
 



 1

1 世田谷区における交通バリアフリー基本構想策定の考え方 

 

 1.1 背景 

 

 世田谷区基本計画では、「将来目標」である「安全で安心なまち」

を実現するための柱となる取り組みの一つとして、「安全に移動で

きる都市基盤と区民生活を支える公共交通の整備」を主要テーマ

として掲げています。 
また、区では、昭和 57年に「福祉のまちづくり施設整備要綱」
を作成し、ひとにやさしいまちづくりに向けた様々な取り組みを

進めてきました。 
 さらに、平成 7年に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」（以
下、「推進条例」と呼ぶ）を制定し、平成 11年には推進条例に基
づく「世田谷区福祉的環境整備推進計画 バリアフリー世田谷プ

ラン 21」（以下、「推進計画」と呼ぶ）を策定し、交通バリアフリ
ー法（※1-3 参照）の施行に先駆け、総合的かつ計画的なバリア
フリー化施策をとりまとめました。 
 推進計画では、計画的に面的な整備推進を図る「推進地区」を

定め、区役所周辺地区、梅ヶ丘～豪徳寺駅・山下駅周辺地区、深

沢 1～4丁目周辺地区、成城学園前駅周辺地区、千歳烏山～芦花ホ
ーム周辺地区を指定しました。 
 区役所周辺地区においては、東京都の福祉のまちづくり特区モ

デル事業の実施地区として、「松陰神社通り商店街及び区役所周

辺」が選定され、平成 18年までに段差解消や斜め横断踏切の改善
等の事業を実施する予定となっています。 
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 1.2 基本構想策定の考え方 

 

 このような取り組みの中、平成 12年 11月に交通バリアフリー
法が施行され、区市町村が、特定旅客施設（一日平均の利用者数

5000人以上）を中心とした徒歩圏域における、重点的かつ一体的
なバリアフリー化を促進するための基本構想策定を行うことがで

きる枠組みが整備されました。 
 世田谷区では、これまでの様々な取り組みをさらに強く推し進

めるため、この法の枠組みを活用し、基本構想策定を行うことと

しました。 
 

 

 1.３ 交通バリアフリー法とは 

 

平成 12 年 11 月 15 日に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（通称 交通バリア

フリー法）」が施行されました。ここでは、その目的や枠組み、そ

して法で定められている市区町村が作成できる基本構想について

説明します。 
正式名称：「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した 

移動の円滑化の促進に関する法律」 
（平成 12年 5月 17日公布、平成 12年 11月 15日施行） 

 

   (1) 交通バリアフリー法の目的 

高齢者、身体障害者等（妊産婦や、重たい荷物を持った旅行者

など、何らかの理由で移動が困難になっている人を含む）の自立

した日常生活及び社会生活を確保するため、公共交通機関を利用

した移動の利便性及び安全性の向上の促進を目的としています。 

そのための方策として、以下の２点の推進を図ります。 
①公共交通事業者が講ずべき措置 
旅客施設及び車両のバリアフリー化を推進 

②区市町村の基本構想 
旅客施設を中心とした重点整備地区における移動経路の 
バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進 
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図 1.1 バリアフリー化のイメージ 

 
   (2) 交通バリアフリー法の枠組み 

 交通バリアフリー法は大きく２つの枠組みからなっています。

ひとつは、公共交通事業者が講ずべき措置として旅客施設や車両

のバリアフリー化の義務づけ（既設の場合は努力義務）であり、

もうひとつは、区市町村が鉄道駅等を中心とした徒歩圏域を重点

整備地区と定め重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する

「基本構想」を策定し、これに基づき各事業者が特定事業（バリ

アフリー事業）を実施する枠組みです。 

 ともに主務大臣が定める基本方針に基づき実施することになり

ます。 

 

 ◆基本方針の作成（主務大臣） 

 ◆旅客施設のバリアフリー化（公共交通事業者） 

 ※新設：義務 既設：努力義務 

 ◆重点整備地区における基本構想の作成（区市町村） 

 ◆基本構想に基づく事業の実施 

（公共交通事業者、道路管理者、公安委員会など） 

※歩行空間バリアフリーネットワークのイメージ図（国土交通省道路局）
を利用し作成。基本構想では重点整備地区を定め、特定経路を定める。 

①旅客施設及び車両のバリアフリー化 
・駅舎の出入口の段差の解消 
・駅のエレベーターの設置 
・点字や音声による鉄道路線・運賃案内  
・車いすスペースの確保された鉄道車両の導入 

等 

特定経路 重点整備地区 

②重点整備地区における移動経路の円滑化 
・旅客施設内の移動経路のバリアフリー化 
・広い歩道の整備  
・交差点部での段差、急勾配の解消 
・視覚障害者誘導用ブロックの敷設 
・音響式信号機の設置  等 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     図 1.2 交通バリアフリー法の枠組み 

出典：国土交通省 「交通バリアフリー法の解説」パンフレット 

発行：交通エコロジー・モビリティ財団 
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   (3) 基本構想の内容 

主務大臣が定める「移動円滑化の促進に関する基本方針」に基

づき、区市区町村は関係する事業者と協議し基本構想を作成しま

す。基本構想を作成することで、特定旅客施設（利用者数が 5,000

人以上の駅等）を中心とした地区（重点整備地区）の重点的かつ

一体的なバリアフリー化の推進が可能となります。 

主に「特定旅客施設（駅）のバリアフリー化」と、旅客施設か

ら高齢者等がよく利用する施設までの「特定経路（道路）のバリ

アフリー化」が一体的に取り組まれることになります。これによ

り、高齢者、身体障害者等が、電車を降りて一連のバリアフリー

化された経路を通って目的地まで到達することができます。 

重点整備地区を定め、この地区内のバリアフリー化を重点的・

一体的に図っていくことが交通バリアフリー基本構想の目的とな

ります。 

 
 

半径 500m 

半径 1,000m 

病院福祉センター

商店街

市役所病院

商
店
街
 

百貨店 

鉄道駅

図 1.3 重点整備地区のイメージ 

重点整備地区の範囲 

特定経路 
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     ①基本構想に定める事項 

 交通バリアフリー法では、次の事項について定めるよう規定し

ています。 

1)重点整備地区における移動円滑化に関する基本的な方針 

2)重点整備地区の位置及び区域 

3)移動円滑化のために実施すべき特定事業及びその他の事業に

関する基本的な事項 

4)その他必要な事項 

 

     ②移動円滑化の目標 

 基本方針には以下の目標が定められています。 

【目標年次：平成 22 年】 

・ 鉄道駅（特定旅客施設）：移動円滑化の実施 

・ 一般交通用施設（特定経路）：移動円滑化の実施 

・ 信号機等（特定経路に係わるもの）：移動円滑化の実施 

 

     ③重点整備地区の要件 

 特定旅客施設を中心として設定される次の要件に該当する地区

を重点整備地区とします。 

・ 特定旅客施設から徒歩で移動できる範囲（500～1000ｍ程度）

・ 高齢者、身体障害者等が日常生活または社会生活において利

用すると認められる施設を含む地区 

・ 移動円滑化のための事業が実施されることが特に必要である

と認められる地区 

・ 総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認

められる地区 
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   (4) 基本構想の策定後 

基本構想の策定後、関係する事業者（公共交通事業者、道路管

理者、公安委員会など）は、基本構想に基づき特定事業計画を作

成し、事業を実施します。 

 

◆基本構想策定後の特定事業 

・関係する事業者による事業の実施 

・道路特定事業（道路のバリアフリー化など） 

・公共交通特定事業（駅のバリアフリー化など） 

・交通安全特定事業（音響式信号機の設置など） 

・その他の事業（公園のバリアフリー化など） 

なお、基本方針の目標では、平成 22 年までの事業実施が求めら

れています。 
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 1.4 重点整備地区の考え方 

 
 基本構想は、平成 22年が整備目標となるため、短期的にその事
業効果が発現でき、さらに基本構想策定で得られる成果、策定に

係るノウハウや知見等が、策定以降も他地区へ効果的に展開でき

ることが重要であると考えます。 
 そのため、重点整備地区はモデルケースとなる１地区を指定し、

実現性の高い効果的な基本構想策定を行います。 
 
 世田谷区では、基本構想を策定する重点整備地区を、「三軒茶屋

駅周辺地区」として選定しました。 
 理由は以下の通りです。 

 
【三軒茶屋駅周辺地区を重点整備地区とする理由】 

・ 駅乗降客数が非常に多い世田谷区内の主要ターミナル駅（乗

り換え駅）であり、構想策定の効果が非常に高いこと 
・ 「世田谷区都市整備方針」における広域生活拠点に位置づけ

られており、区の方針と併せ相乗効果が見込まれること 
・ 高齢者・身体障害者等の利用が多い主要な広域的公共施設等

が徒歩圏域に位置していること 
・ 施設までの主要移動経路（特定経路の候補となりうる経路）

が、有効幅員 2.0m以上を確保できること 
・ 平成 22年までに駅周辺整備の事業化の可能性が低く、基本
構想策定を機に計画的にバリアフリー整備推進を図る必要

性が高いこと 
・ 幹線道路が地区を分断するなど様々なケースの移動・交通環

境の地域課題を抱え、また、多くの事業者が関わる地区であ

り、世田谷区におけるモデルケースとして最もふさわしく、

他地区へ効果的な展開が可能なこと 
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 1.5 基本理念 

 

 最終目標は、世田谷区全域における交通バリアフリーの実現で

す。しかし、短期的にすべての環境整備を実施することは困難で

あり、一歩一歩着実に進めていく必要があります。 
 そのため、利用者数が非常に多い交通結節点・広域生活拠点で

あり、移動・交通環境の様々な地域課題を有し、多くの事業主体

が関わる「三軒茶屋駅周辺地区」におけるモデルケースを通じ、

その実現に向けた第一歩を踏み出したいと考えています。 
 三軒茶屋駅周辺地区の基本構想は、現行の交通バリアフリー法

に基づき作成することとなるため、目標年次は平成 22年となりま
す。多くの関係者との調整・協議により短期的な実現を目指す中

で得られる経験を活かし、区内他区域の交通バリアフリーの実現

に向け効果的に展開していきます。 

 

図 1.4 交通バリアフリー基本構想の基本理念 

 

◇平成 22 年目標◇

三軒茶屋駅周辺地

区をモデルケース

とした交通バリア

フリーの実現 

◇最終目標◇ 
世田谷区全域の交通バリアフリーの実現 
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 1.6 目標 

 
 「交通バリアフリー法」及び「高齢者、身体障害者等の公共交

通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の基本方針」、

並びに「世田谷区福祉的環境整備推進計画」の精神を受け、「みん

なで実現する交通バリアフリー基本構想」、「誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザインの移動環境整備の推進」、「事業を効果的に

支える心のバリアフリーの推進」、「平成 22年を目標にした移動円
滑化整備の実施」、「継続的な福祉的環境整備に向けた展開」を基

本構想の目標として掲げます。 
 

 
図 1.5 交通バリアフリー基本構想の目標 

◇基本構想の目標◇ 

交通バリアフリー法（H12.11）

基本方針（H12.11） 

世田谷区福祉的環境整備推進

計画（H11.3） 

重点的かつ一体的なバリア

フリー（公共交通、道路、交通安全等）

みんなでつくるバリアフリ

ーの“いえ”と“まち” 

心のバリアをなくし、みん

ながやさしくなれるまち 

みんなが“歩ける・入れる・

乗れる”まち 平成 22 年の整備目標 

関係事業者との協議 

高齢者、身体障害者等の意見

みんなで実現する交通バリアフリー基本構想 

誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの移動環境整備の推進

事業を効果的に支える心のバリアフリーの推進 

平成 22 年を目標にした移動円滑化整備の実施 

継続的な福祉的環境整備に向けた展開 

等
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 1.7 位置づけ 

 
 世田谷区における上位・関連計画における交通バリアフリー基

本構想の位置づけを、以下の体系図に示します。 
 交通バリアフリー基本構想は、地方自治法に基づく世田谷区基

本構想、並びに世田谷区基本計画の実施手法のひとつとして、上

位法である交通バリアフリー法の枠組みに基づき作成するもので

す。 
 その他の各種個別計画や、ハートビル法、東京都ハートビル条

例等と連携した交通バリアフリー基本構想とします。 
 また、予定されている交通バリアフリー法の見直しも見据え、

三軒茶屋駅周辺地区で得られる知見やノウハウ等の活用可能性を

検討し、他地区へ展開していくことを考えています。 
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図 1.6 交通バリアフリー基本構想の位置づけ 


